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論文審査の結果の要旨 

本論文は、３章からなり、登記に関する実務上の代理申請につき、民法での位置づけを試み、明確

化を図るものである。論文の目的は以下の点にあると言える。 

 登記手続は、第一に、登記に先立って、契約当事者Aが権利義務関係に基づき登記内容や申請の手続

の条件を契約の相手方Bに提示することから始まる。第二に、それを受けて、相手方Bが、それらの条

件を検討し、その検討内容の回答をなす。そして第三に、合意が成立すれば、登記申請に至り、登記

代理申請が行われることになる。まさに登記代理申請はこの第三の局面での委任である。中弘氏の理

論は、この前提たる第一、第二の過程も委任事務として有用であり、全体の過程から登記代理委任契

約を位置づけようと試みるものである。 

 本論文の要旨は以下の通りである。 

 本論文では、登記申請代理には、その根底には、幅広く登記事務処理委任が存在しているという観

点から、登記申請に関連する委任の構造を分析している。本来、申請委任は行政処分を求める申請行

為に関するものであり、限定された範囲の事務委任である。すなわち、これは、当事者のそれぞれの

契約関係から派生してくる登記申請であり、それを受けて、代理申請が行われるのが本来の姿であり、

実務の現状である。しかし、その契約当事者の法的な関係を前提として登記原因が生じている以上、

この当事者の法的な関係まで配慮した適切な登記の必要性が、社会や実務の中にある。この意味にお

いて、単なる登記の申請ではなく、当事者の契約関係にも配慮することが、登記実務の基本になって

いる。このことは、現実の実務では充分に配慮されて事務が行われていると意識されてはいるものの、

法的な責任であるとの意識は薄い。この結果、受任者に責任としての配慮が欠ける恐れがある。委任

者の権利保護のためにも、この法的な責任の根拠を明確にし、登記代理申請の法的な明確化を図るこ

とは重要であるとしている。 

 これらの実務の現状に考察を加え、筆者は、この登記代理申請委任の背後に、登記事務処理委任の

存在を論証し、契約責任としての位置づけを導きだしている。 

 この仮説のもと、実務での事例をもとに、登記申請委任と事務処理委任の関係を、本論文で分析し

ている。当事者が申請に至る自己決定として、どのような登記が必要であるのかについて、本人の意

思形成に必要となる正確な情報を提供することの重要性をまず説いている。また、同じく、複数の申

請が密接な関係を有する場合には、なおさらこのことが該当し、当事者の登記に対する自己決定の不

透明さがもたらす問題を指摘している。 

 このようなことから、当事者の意思解釈などから、登記代理申請には、その背後に登記事務処理委

任を包含していると解すべきで、その結果、専門職として、当事者の登記申請にあたって、正当な自

己決定を可能にすることができるとしている。そのことはまた、正当な自己決定を導く責務を含んで

いるという理論を形成している。その結果、当事者にとっての適切な登記が実現されると主張してい

る。 
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またそれと並行して、この理論のもとで、現在実務上、双方の代理申請を一人の司法書士がなすこと

の問題点を示している。この問題については、利害が対立する当事者の概念を明らかにしつつ、事務

処理委任の概念から、自らの理論を導いている。 

 このように位置づけられた登記代理委任契約理論に基づき、司法書士の民事責任に関する裁判例を

分析し、中弘氏の主張する登記代理委任契約理論でより適切な解決が導かれることを論証している。

司法書士の債務不履行責任を導くにあたって、裁判例は登記申請委任の立場で裁判しており、説明義

務等については、信義則により導いている。これに対して、本研究において主張された理論は、登記

申請にあたって、それに先行する適切な登記をなす責任を受任者が委任者に対して負うことを明確に

し、義務の範囲内に含まれると解することにより、より本来的にかつ直接的に債務不履行責任を導く

ことが可能になると分析している。 

 論文審査の結果は以下の通りである。平成２５年１１月７日に、公開の論文審査を行った。以下に、

質疑応答の中からその重要と思われるものを記することにする。 

 １、「中弘氏の主張する事務処理委任の理論は必要ではなく、受任者の善管注意義務を弾力的に応

用して行けば、適切な解決が得られるのではないか」との質問に対して以下のように回答した。 

——当事者の登記申請に対する意思決定を明確にするためには、契約内容の明確化が必要であり、

契約段階で積極的な活動が必要である以上、善管注意義務の拡張ではカバーしきれない要素があると

分析し、回答した。 

 そのことは、双方代理の事例でも同様であり、実務上、善管注意義務を拡張することで委任者の信

頼に充分にこたえることはできないとした。 

 ２、「中弘氏の主張する事務処理委任は、申請委任に包摂されるのではないか。必要な役務提供た

とえば相談活動は、それから派生するものではないのか」 

——実務上、包摂されると考えるのではなく、登記を完成させるために 

相談活動に固有の必要性があり、それが自己決定を導くものである以上、申請委任に包摂されるもの

であると位置づけることでは不充分と考えている。 

 ３、「法の実体に関わり、職域論的に弁護士と競合がおこるのではないか」 

——権利の実体への不必要な関与を避けつつ、当事者に登記に申請にあたって、適切な自己決定を

促すことが趣旨であり、委任者自身にリスクの予測と計算を可能とする情報の提供をなし、意思決定

の環境を作ることの必要性とその理論を構築しようとしているのであり、職域を主張するものではな

い。 

 ４、「例としてあげられている他人物売買、二段の物権変動、第三者のためにする契約、無権代理

と名義人の事後追認等の場合には、登記原因となる実体を確認すれば、なすべき委任内容はおのずと

決定されると思われるが、さらに加えて事務処理委任を考えるのはなぜか」 

——仮に事務処理委任がなされず、当事者からの具体的申請の意思が表示されるまで委任は成立し

ないとすれば、その間、委任者は助言を得ることができない状態になり、権利保護に役立たないと考

えるからである。また、適切な自己決定も困難な場合が生じうるからである。 

 ５、「連件申請でも、全体としてみれば、主となるべき申請があり、前後の申請は従たるものであ

る場合が多い。そのような場合は、主となるべき申請の流れにそって事務処理委任が求められるので

はないか。それでも個別の事務処理委任は必要となるのか」 

——抵当権抹消、売買による移転、抵当権設定の３連件では売買による移転が主たるものである。

主たる申請に相当しない抵当権抹消の申請においても、登記義務者である抵当権者には、自己の権利

を守るために申請委任をなすについての固有の自己決定過程があり、それを受け止める事務処理委任

は個別に必要であると考える。登記を申請するものの権利保護のためである。 
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 これらの質疑に対して、論文で示された理論を論拠にしながら、分析をなした。登記代理委任契約

の特質と題して考究された登記申請委任と登記事務処理委任の関係について、別枠の二つの異なるも

のではなく、登記事務処理委任は申請委任と一体のものであるという中弘氏の主張が、充分に学問的

にも理論的に興味深い主張であり、また価値のあるものであると判断した。また同時に、司法書士の

責任としての位置づけを明確化しており、委任者の自己決定を促し、適正な登記申請に至るとする考

え方は、実務にも寄与するものと判断した。 

 以上の理由により、中弘氏の「登記代理委任契約の特質」（有斐閣、２０１３年）は、本学の博士

（法学）を授与されるにふさわしいと判断したので、ここにその旨を報告する。 


